
に基づく看護師候補者の受入れは、経済活動の連携の強化の観点から、二国間の協定に基づ*1 EPA

き、公的な枠組みで特例的に行うものであって、看護分野の労働不足に対応するためのものではな

く、国内労働市場への影響を考慮して受入れ最大人数が設定されている。

第 回看護師国家試験における全体の合格率は であったが、 に基づく看護師候補者*2 100 91.8% EPA

の合格率は、最も滞在期間が長かったインドネシア第 陣でも にとどまった。1 14.3%
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看護師国家試験における母国語・英語での試験とコミュニケー

ション能力試験の併用の適否に関する検討会報告書（案）

１．はじめに

「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定 （平」

成 年条約第 号）及び「経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和20 2

」（ ）（ 、 「 」国との間の協定 平成 年条約第 号 以下 両協定を合わせて20 16 EPA

という ）に基づく看護師候補者の受入れ が開始されてから、 年目を迎え。
*1 5

ようとしている。

これまでインドネシアとフィリピンの両国からのべ 名に及ぶ看護師候572

補者が我が国に入国したが、これらの者のうち昨年行われた第 回看護師100

国家試験までに合格となったのは、 名にとどまっている 。19 *2

平成 年度からは で規定する義務（ か月間の日本語研修）を超え22 EPA 6

て、就労開始後に受入施設で行われる外国人看護師候補者に対する追加的な

学習支援として、①受入施設における研修指導に対する支援、②受入施設に

おける日本語学習に対する支援、③国家試験受験に向けた日本語能力・看護

専門知識に関する学習支援を開始し、更には平成 年度から訪日前の日本23

語研修も始めたところであるが、未だ十分な効果を得るに至ってはいない。

、「 」（ ） 、こうした状況の下 成長戦略工程表 平成 年 月 日閣議決定 は22 6 18

年度までに実施すべき事項として 「看護師・介護福祉士試験の在り方2011 、

の見直し（コミュニケーション能力試験、母国語・英語での試験実施等の検

討を含む 」を挙げている。。）



第 回及び第 回看護師国家試験のいずれにおいても、難解な漢字へのふりがな付記や疾病*3 100 101

名への英語併記等の対応策だけでも約 か所について対応を図っている。200

平成 年 月に閣議決定した「包括的経済連携に関する基本方針」に基づき設置されている。*4 22 11
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平成 年 月に実施した第 回看護師国家試験から 「看護師国家試験23 2 100 、

」（ ）における用語に関する有識者検討チームとりまとめ 平成 年 月 日22 8 24

を受け、試験の質を担保した上で、日本語を母国語としない看護師候補者に

とっても分かりやすい文章となるよう問題を作成し、難解な漢字へのふりが

な付記や疾病名への英語併記等の対応を図っている 。
*3

他方 「経済連携協定（ ）に基づく看護師・介護福祉士候補者の受入、 EPA

れ等についての基本的な方針 （平成 年 月 日 人の移動検討グループ」 23 6 20

）においても、母国語・英語での試験とコミュニケーション能力試験の併
*4

用等について、国家試験制度の趣旨や患者等への影響、実現可能性等も踏ま

えつつ、その適否について検討を行うこととされていることから 「成長戦、

略工程表」も踏まえ、既に実施した国家試験における用語に関する検討とは

別個のものとして、母国語・英語での試験とコミュニケーション能力試験の

併用の適否について検討を行うこととしたのが本検討会である。

本検討会は昨年 月に第 回を開催し、経済連携協定（ ）に基づく12 1 EPA

外国人看護師国家試験受験の現状に関する説明を聴取した後に、 に基づEPA

く看護師候補者等を支援する団体等からのヒアリングを行った。その中で、

母国公用語を用いた看護知識体系の理解度確認試験と専門用語等を含む、読

み・書き・聞き・話し、実務をこなすためのコミュニケーション能力の試験

の実施、英語による試験の実施や試験時間の延長等の意見を聴取した。

また、本検討会では、昨年末から か月間、検討課題に関して、厚生労働1

省のホームページを通じた意見募集を行い、 名の者から意見が寄せられ147

た（うち有効回答は 名 。144 ）

この意見募集の回答者全体では 「母国語による国家試験実施とコミュニ、

ケーション能力試験の併用をすべき」と回答した者が 名（ 「英語51 35.4%）、

による国家試験実施とコミュニケーション能力試験の併用をすべき」と回答

した者が 名（ 「現行どおり日本語による国家試験をすべき」と回45 31.2%）、

答した者が 名（ ）という結果であった。48 33.3%



看護師国家試験のある国においては、外国の看護師の免許取得に当たって、自国の国家試験の合*5

格を求める国が少なくなかったが、外国の看護師の国家試験受験に当たって、当該国以外の言語に

よる試験を実施している国はなかった。また、看護師国家試験制度のない国においても、免許交付

に当たって語学要件を課している国があった。さらに、医療従事者資格の相互承認を認めている国

では、相互承認の対象国以外の看護師とは異なる取扱いが行われていた。
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これを回答者の属性別に見ると、医療・看護サービス従事者（ 名）や44

医療機関の長（ 名）である場合には 「現行どおり日本語による国家試験12 、

をすべき」とする者が最も多く、患者又は家族（ 名）である場合は 「母46 、

国語による国家試験実施とコミュニケーション能力試験の併用をすべき」と

する者と 「英語による国家試験実施とコミュニケーション能力試験の併用、

をすべき」とする者が同数で多く、その他（ 名）の場合には 「母国語に42 、

よる国家試験実施とコミュニケーション能力試験の併用をすべき」とする者

が最も多かった。

さらに、本検討会は、米国、カナダ、ドイツ、韓国、中国、英国及びスウ

ェーデンの看護制度と外国人看護師の受入れに関する制度について、在外公

館を通じて調査内容を聴取した 。
*5

本検討会は、このような過程を経て、のべ○回にわたって検討を重ねてき

たところであるが、これまでの議論を踏まえ、今般取りまとめを行ったので

ここに報告する。

２．看護師国家試験の担うべき役割等について

本検討会は、検討課題を議論するに当たって、まず看護師国家試験の担う

べき役割や機能について整理することとした。

「看護師」は 「厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじょく婦、

に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者 であるが 保」 （

健師助産師看護師法（昭和 年法律第 号）第 条 、このような医療に23 203 5 ）

関わる専門職である看護師制度の在り方は、国民の生命・身体の安全にも直

結するものと考えられる。



看護師国家試験の試験科目は、人体の構造と機能、疾病の成り立ちと回復の促進、健康支援と社*6

会保障制度、基礎看護学、成人看護学等、計 科目である（保健師助産師看護師法施行規則（昭11

和 年厚生省令第 号）第 条 。また、出題数は 題であるが、多肢選択式で全問マークシ26 34 22 240）

ート方式となっている。

医療法（昭和 年法律第 号）第 条に基づき、病院は診療に関する諸記録を備えて置かな*7 23 205 21

ければならないこととされている。
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そして 「看護師国家試験」は 「看護師として必要な知識及び技能につい、 、

て行われる」ものとされているが（保健師助産師看護師法第 条） 、これ17 *6

まで同試験を通じて、看護師として就業できる能力、例えば、患者・家族及

び医療関係者とのコミュニケーションを適切に行うことができ、薬剤の確実

な照合ができる能力を有しているか否かまでを問うことが求められてきたも

のと考えられる。

このようなコミュニケーション能力についてより具体的な必要性を考える

と、第一に、看護師は、患者から心身の状態に関する情報を的確に得るとと

もに、患者に必要な情報を分かりやすく伝達することができる能力を身に付

けているべきものである。特に患者側からすれば、医療従事者の中でも最も

身近なところで働いている看護師には、このような能力を備えていることが

強く求められている。

第二に、看護師が行う業務のうち診療の補助については、医師の指示を正

確に理解し、実行できる能力を保持していることが、医療安全を確保してい

く上で不可欠なものとなっている。

また、チーム医療の一員として、他の医療関係者との的確なコミュニケー

ションを通じて情報共有できる能力も医療安全の確保には欠かせない。

第三に、各医療機関が講じている医療安全対策の基本は、看護記録を含む

診療に関する記録 を正確に作成し、これをしっかりと読み取り、確認する
*7

ことにあるが、看護師には、かかる記録業務を適切に行うことができる能力

が必須となっている。また、現在では、こうした記録は開示が前提となって

いることから、患者が見ても理解できるような記録を作成することも求めら

れている。



在外公館を通じて調査した国のうち、外国人看護師に対し看護師免許の取得に当たって国家試験*8

を課している米国、カナダ、韓国では、当該国以外の言語による国家試験は実施されていなかった。
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３．母国語・英語による国家試験の実施について

看護師国家試験は、就業を前提とした試験であることから、今後とも医療

看護情報に関して患者・家族及び医療関係者と適切なコミュニケーションを

行うことができる能力についても担保できることが原則となるべきものと考

えられる。

この点に関しては、看護師候補者は、インドネシア又はフィリピンの看護

師資格を有しており、当該国において一定の実務経験も積んだ者であること

から、看護に関わる専門的知識や技能を測る試験については、英語や母国語

で行い、業務に必要な日本語についてはコミュニケーション能力試験を課す

ことで、前述の要請にも十分に対応することができるのではないかとの意見

が出された。

これに対して、看護師は、前述のように、①患者からの心身状態に関する

情報を得て迅速に必要な支援を判断し、②医行為に関する医師の指示を正確

に理解・実施し、③医療記録を適切に作成したり、読み取ることができる能

力が求められ、このための言語を通じたコミュニケーション能力が必須とな

るが、こうした能力は看護に関する専門的知識や技能を測る試験の中でこそ

確かめることができるのであって、日本語による国家試験の実施が必須であ

るとの意見が多く示された。

これは、医療専門職として患者に対する看護サービスを担うのであれば、

単なる一般的な内容のコミュニケーションを行うものではなく、必ず当該専

門に関わる情報そのものをその国の言語で的確にコミュニケーションするこ

とを現場で求められることとなるため、専門的知識と切り離して一般的なコ

ミュニケーション能力試験を併用することでは実際に備えるべきコミュニケ

ーション能力を測るのに不十分であるとの考え方に立つものと言えよう 。
*8

なお、国際語となっている英語と、母国語については、同列に論じるべき

ではなく、それぞれを分けて考慮すべきとの意見もあった。

たしかに看護師国家試験をインドネシア語、フィリピノ語などの母国語に



「コミュニケーション能力試験」とは何かについて、法令等に基づく定義は存在しないが、一般*9

的には、コミュニケーション能力とは、他者と的確にコミュニケーションを行うことができる能力

を意味し、文法的能力のみならず、特定の文脈においてメッセージの伝達や解釈、意味を確認しな

がらやりとりを行うことができる能力が含まれるものと考えられる。

*10 以外の受験資格認定者は、第98回から第100回看護師国家試験の合格率がいずれも８割に達EPA

している。
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翻訳することは直訳的なものであれば可能かもしれないが、これらの国とは

医療の背景となる事情や文化が異なるために、的確に対応する語彙が必ずし

も存在しない場合もあるなどの理由から、題意を十分に伝えることに関する

困難さが想定されるところである。

仮に翻訳による国家試験が可能であるとしてもそれは日本語の試験と等価

のものではなく、各国の母国語に翻訳した国家試験を実施することは、複数

の国家試験を行うことに他ならないとの意見もあった。

また、今後 に基づく看護師候補者の受入れの拡大があった場合にもEPA

国家試験で対応すべき母国語が増加することとなるが、翻訳の適切さの担保

等が一層懸念される。

さらに、現在、公的な機関によって実施されている日本語能力の試験とし

ては、独立行政法人国際交流基金と財団法人日本国際教育支援協会が行って

いる「日本語能力試験」などがある（いずれも「読む 「聞く」について問」、

うマークシート方式の試験）が、看護師免許付与の前提となるコミュニケー

ション能力試験 として適当なものかについてまで議論を深めることができ
*9

なかった。

また、 に基づく看護師候補者に限って、母国語や英語による国家試験EPA

の受験を認めることは、日本語能力試験の の認定を受けたこと等の要件N1

を満たし、看護師国家試験の受験資格が認められた 以外の外国の看護EPA

師学校養成所の卒業者が日本語による国家試験を受けなければならないこと

と比較して不公平なのではないかとの指摘もあった 。
*10

４．母国語・英語での試験実施以外の改善方策について
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本検討会の検討課題は 「看護師国家試験における母国語・英語での試験、

とコミュニケーション能力試験の併用の適否」となっているが、母国語・英

語での試験実施以外にも、 に基づく看護師候補者の受入れに関しては、EPA

なお改善を図ることができる事項も考えられることから、それらについても

総合的に取り組んでいくべきであるとの意見が少なからず表明されたところ

である。

これに対し、本検討会の検討課題として提示された事項以外については、

報告書において取り上げるべきではないとの意見もあった。

に基づく看護師候補者の受入れの改善に関する意見のうち主なものEPA

は、以下のとおりである。

、 、現地の看護教育の実施状況については かなり多様なものとなっているが

修学歴によって日本の看護師国家試験の合格率に差が見られる場合もあるこ

と等から、できるだけ優秀な看護師候補者を受け入れることができるような

方策を講じていくべきである。

このため、現地の看護教育の内容を向上させる取組みに対して協力を行う

ことも考えられる。

看護師候補者の日本語能力の向上については、受入れ施設での就労研修の

効果を増大させ、看護師免許取得後の就労にも繋がるものであり、訪日前も

含め日本語研修の更なる充実を図るべきものと考えられる。

また、看護師候補者と受入れ施設のマッチングに当たっては、看護師候補

者の学業や日本語の習得状況に関する情報をこれまで以上に関係者に提供で

きるよう努めるべきである。

また、 に基づく看護師候補者に対する学習支援においては、これまでEPA

外国人看護師候補者学習支援事業で実施した模擬試験の結果等を分析し、そ

の結果に基づき苦手な分野に対応した教材等の開発を進めるべきである。

我が国の医療専門職となるための国家試験については、母国語や英語で実

施することはすべきでないが、既に行われているふりがな付記や英語での併

記の実施範囲について更なる検討を行う余地もあるのではないかとの意見も
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あった。

また、二国間関係の強化を目的とした に基づき入国した看護師候補EPA

者については、日本語の読解に時間がかかることから、看護師国家試験の試

験時間の延長を認めるべきであるとの意見があった。

これに対し、候補者に限って試験時間の延長を認めることは、他の医療関

係職種の国家試験への影響などの理由から認めるべきではないとの意見が少

なからぬ委員から表明された。

に基づく看護師候補者に対しては、滞在期間延長者や帰国者を含め、EPA

インターネットを利用した学習支援や、模擬試験の実施などの学習支援に継

続的に取り組み再チャレンジを支援するとともに、読解力が不十分なことに

よるハンディキャップの実質的な低減に向けて工夫を重ねるべきである。

５．終わりに

本検討会の検討課題は 「看護師国家試験における母国語・英語での試験、

とコミュニケーション能力試験の併用の適否」であったが、この課題に対す

る対処は、これから経済連携協定を結んで看護師候補者の受入れを行う国に

対しても整合的な取扱いが求められるとともに、他の医療関係職種の国家試

験に関しても参照されることとなるものである。

他方、経済連携協定は、二国間の経済連携強化の観点から行われるもので

、 、あり 両国間の友好や協力の促進を意図して締結されたものであることから

これに基づく看護師候補者の受入れについてもこうした目的に寄与すること

ができるよう政府全体で取り組んでいくことが求められている。

その際、医療安全を確保することは最も重要な事柄であり、不十分な対応

から思わぬ結果を招来し、経済連携協定の枠組みに対する信頼を損なうこと

があってはならない。

看護師資格はどのような条件を満たす場合に与えられるべきであるかは、

看護師がどのような業務を実施する者であるかと密接不可分なものと考えら

れる。
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看護という業務が国民の生命・身体にも直接影響が及ぶものであることに

かんがみ、 に基づく看護師候補者の受入れが直面する課題について正確EPA

な理解が広く深まっていくことが期待される。


